
                     令 和 ２ 年 1 0 月 2 １ 日 

                              国土交通省湯沢河川国道事務所 

 

雄物川上流地区の樹木を伐採し てく れる方を“募集”し ます 
～資源の有効活用と 河川管理におけるコスト 縮減への取組み～ 

 

・湯沢河川国道事務所では、企業や団体、個人の方で河川内の樹木伐採に 

協力してもらえる方を募集します。 

・河道内の適正な管理の一環として、河川区域内の樹木について、公募により希望 

する方に伐採してもらい、その伐採した樹木を持ち帰って利用してもらうことに 

よる伐採費用の縮減と 伐採木の有効活用を目的としています。 

・簡単な条件を満たせばどなたでも応募でき、伐採し た樹木は燃料等の自家 

消費のほか、加工、販売などに利用することもできます。 

 

《概 要》 

○伐採箇所：①秋田県大仙市花館字大戸中島地内（玉川左岸河川敷）  

      ②秋田県大仙市神宮寺愛宕下地内（雄物川左岸河川敷） 

○樹  種：ハリエンジュ、オニグルミ 等  

○募集期間：令和２年10月21日（水）から令和３年６月30日（水）  

（※募集予定区画に達した時点で終了） 

○募集区画：①【玉川左岸河川敷】８区画（約46,500㎡）※別添図１～３参照 

      ②【雄物川左岸河川敷】１区画（約35,800㎡）※別添図４～６参照 

○伐 採 量：１区画あたり２０～４００本程度（径１５～３０ｃｍ）  

○伐採期間：令和２年11月20日（金）から令和３年１２月24日（金）  

○応募資格：公示及び湯沢河川国道事務所ホームページで確認願います。  

○応募方法：応募様式に必要事項を記入の上、郵送もしくは持参 

      ※様式は、湯沢河川国道事務所ホームページからダウンロード 

       できるほか、下記の問合せ先で配布しています。 

       ※URL：http://www.thr.mlit.go.jp/yuzawa/ 

○問合せ先：湯沢河川国道事務所河川管理課（電話：0183-73-5340） 

      湯沢河川国道事務所大曲出張所（電話：0187-63-3340） 

 ※発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局、秋田民報 
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伐採場所
【①大仙市花館字大戸中島地内（玉川左岸）】
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伐採場所
【②大仙市神宮寺愛宕下地内（雄物川左岸）】
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出典：地理院地図に位置等を追記して掲載
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